
 

第２回教育委員会所管社会教育施設指定管理者選定委員会 

 

日時 令和４年９月29日(木)９時30分～12時00分 

場所 岩手県民会館４階 第１会議室 

 

次      第 

 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議   事 

 (1) 指定管理者指定申請書類の審査及び面接審査について 

 (2) その他 

４ その他 



教育委員会所管社会教育施設指定管理者 

選定委員会委員名簿 

 

（五十音順、敬称略） 

氏   名 職   名 

岩舘 智子 
一般社団法人 

岩手県ＰＴＡ連合会長 

大橋 清司  岩手県社会教育連絡協議会長 

佐藤 由紀男 
国立大学法人 

岩手大学教育学部教授 

新山 正智 
一般社団法人 

岩手県設備設計事務所協会長 

林  謙志 公認会計士 

 



 

第２回教育委員会所管社会教育施設指定管理者選定委員会 

  

（期日） 令和４年９月29日（木） 9時30分～12時00分 

（場所） 岩手県民会館４階 第１会議室 

 

時   刻 所要時間 項     目 

９：30～９：45 15 分 開会（審査方法、スケジュール等の説明） 

９：45～10：20 35 分 博物館に係るプレゼン及び質疑応答 

10：20～10：30 10 分 休憩 

10：30～11：05 35 分 美術館に係るプレゼン及び質疑応答 

11：05～11：15 10 分 休憩 

11：15～11：45 30 分 上記２施設について意見交換、採点、全体協議 

11：45～12：00 15 分 その他 

  ※ １施設あたり35分（プレゼン20分、質疑応答15分）を目安として、適宜調整します。 

  ※ 進行状況により時間が前後する場合があります。 

 

資料１ 



 

 

現地説明会の参加状況及び指定管理者申請状況 

 

 

１ 現地説明会 

  岩手県立博物館及び岩手県立美術館で開催を予定していたが、参加申し込みがなかったこと

から、現地説明会は 実施しなかった。 

  【参考：現地調査実施予定日】 

    岩手県立博物館 ９月14日（水） 午後 １時30分～午後 ３時30分 

    岩手県立美術館 ９月14日（水） 午前10時 00分～午前12時00分 

 

 

２ 指定管理者申請状況 

施設名 申請団体 

岩手県立博物館 公益財団法人岩手県文化振興事業団 

岩手県立美術館 公益財団法人岩手県文化振興事業団 

 

  

３ 募集要項に関する質問 

  資料３のとおり。（岩手県立博物館、岩手県立美術館） 

資料２ 



№ 資料名 ページ
項目
番号

質問項目名及び内容 回　　答

1 管理運営業務仕様書 3
11
(1)

○管理運営経費について
　展覧会により観覧者数が想定を大幅に上回った
場合、清掃業務や駐車場管理業務等経費が見込み
よりも増加することが想定されるが、それは「不
可抗力」に該当すると考えられるため、リスク負
担表の協議事項と解釈してよろしいか。

　質問内容については、「需要変動」事項に該当
し、指定管理者の負担となります。
　なお、観覧者数は年度により変動があるため、
過去の実績を踏まえ経費を積算しております。

2 管理運営業務仕様書 3
11
(1)

〇運営費の膨張について
　配置人員が最低限となっている中で、職員の病
気等による長期休暇が生じた場合、代替職員の確
保（短期採用等）に係る経費について、運営費の
膨張として、協議事項（精算経費）として扱うこ
とが可能か。

　人件費については、運営に必要な人員分を積算
しておりますので、代替職員の確保（短期採用
等）に係る経費を協議事項（精算経費）として扱
うことは出来ません。

№ 資料名 ページ
項目
番号

質問項目名及び内容 回　　答

1 管理運営業務仕様書 3
11
(1)

○管理運営経費について
展覧会により観覧者数が想定を大幅に上回った場
合、清掃業務や駐車場管理業務等経費が見込みよ
りも増加することが想定されるが、それは「不可
抗力」に該当すると考えられるため、リスク負担
表の協議事項と解釈してよろしいか。

　質問内容については、「需要変動」事項に該当
し、指定管理者の負担となります。
　なお、観覧者数は年度により変動があるため、
過去の実績を踏まえ経費を積算しております。

2 管理運営業務仕様書 3
11
(1)

〇運営費の膨張について
　配置人員が最低限となっている中で、職員の病
気等による長期休暇が生じた場合、代替職員の確
保（短期採用等）に係る経費について、運営費の
膨張として、協議事項（精算経費）として扱うこ
とが可能か。

　人件費については、運営に必要な人員分を積算
しておりますので、代替職員の確保（短期採用
等）に係る経費を協議事項（精算経費）として扱
うことは出来ません。

岩手県立博物館指定管理者募集要項等に関する質問への回答（～R4.9.16受付分）

岩手県立美術館指定管理者募集要項等に関する質問への回答（～R4.9.16受付分）

資料３


